
 

 

 

 

 

 

■第３１号 平成２５年 ３月 ２７日 

■発 行 第三地区まちづくり(住民自治）協議会 

 

 

 

 

  去る３月５日（火）権堂町公民館で行われた 

 ふれあいサロンのコンサートは、村上容子氏の 

ﾋﾟｱﾉ伴奏でシャンソン歌手小平汀子氏の美声に 

酔い，全員合唱もあり楽しいひと時を過ごしま 

した。福祉保健部会年度最終の行事として成功 

裡に終えたことは、有意義でありました。ご参加頂いた方にお礼申し上げます 

 

 

  各町の活動や住民自治協議会の活動を円滑に進めるため、自治会と地区内に居住す 

る住民を対象とする「自治会活動保険」に第三地区全町で加入しています。 

  新会社(東京海上日動)との契約内容は以前と変わりませんが、万一自治会活動中に 

傷害事故などに遭われた場合の連絡等について再度次の通り確認して頂くようお願い 

します。 

                          当該町の区長 又は 

    受傷者・被害者   1.活動中の傷害か確認    第三地区事務局 

             2.事故発生報告  

 

         1.アドバイス                  1.連絡 

         2.保険事務手続代行               2.報告書提出 

            自治会活動保険サービスセンター 

              電 話 026-262-1322 

                  Ｆａｘ 026-262-1588 

                      担当：福田・宮澤・篠原・美澤 

    1. 保険金支払   

            東京海上日動火災保険株式会社 

★ 補償内容 1. 賠償責任 対人・対物 １億円 (1 事故につき) 

2. 死亡・後遺障害 ３００万円 (入院日額 2,000 円)(通院日額 1,000 円) 

3. 傷害見舞費用  １０万円 (最高限度額) 

4. 費用損害    ５０万円 (最高限度額) 

 

 

 

 

   日日日日    時時時時        平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年    ４４４４月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（木木木木））））１５１５１５１５::::００００００００よりよりよりより    

            場 所  トイーゴ４Ｆ・長野市生涯学習センター 

   出席者  協議会役員・評議委員 

    

    

 


